
仕 様 書 

 

１．業務名 令和７年度 松くい虫防除事業樹幹注入業務 

 

２．履行場所 岩沼市北長谷 地内 

 

３．業務目的  

宮城県岩沼市（以下「本市」という。）の高度公益機能森林及び地区保全森林、又は

地域で重要な松について薬剤の樹幹注入を行い、松くい虫による被害を未然に防止し

将来に残すことを目的とする。 

 

４．履行期間 契約日の翌日～令和８年３月１３日 

 

５．内容  

   グリーンピア岩沼周辺にある松７５本について、松くい虫防除のための樹幹注入を

行うもの。 

 

６．注入対象松    

７５本（注入対象木に張り付けてあるナンバーテープ番号を別添の樹幹注入一覧、R

７注入対象木位置図で確認すること） 

 

７．樹幹注入用薬剤  

１）農林水産省農薬登録済みであること。 

２）薬剤効期間：７年以上 

  ３）毒性：普通物、魚毒性：Ａ類相当 

  ４）適用害虫名：マツノザイセンチュウ 

  ５）薬剤使用量：当該薬剤の標準使用量 

※参考薬剤：グリンガード・NEO（日本曹達株式会社） 

 

８．その他 

１）使用薬剤は薬剤メーカー等から技術等について指導を受けるとともに、取り扱い

には十分注意すること。 

２）作業に使用する木工用の充電式ドリル、注入木に貼り付けるラベル等は受注者が

用意すること。 

３）指定した松以外には注入しないこと。 



４）実施に先立ち、業務に関する承諾書、着手届及び作業工程表を提出すること。 

５）注入は晴天の日を選び日中に実施すること。 

６）注入日を決定、又は変更する際は、速やかに本市市民経済部産業振興課と協議す

ること。なお実施に当たっては、監督職員立会いのうえ行うこと。 

７）使用薬剤の保管においては、薬剤メーカー指定の方法を遵守することとし、火気

や直射日光を避け、なるべく低温な場所に密封しておくこと。 

８）注入中は作業現場に近づかないように、縄囲いや、立ち入り禁止等の立て札を設

置し注意するよう周知すること。 

９）注入に際しては、第三者等に被害が及ばないよう、薬剤の使用上の注意を熟知し、

安全対策を十分に講じた上で実施すること。 

１０）薬剤納入伝票（写）を提出し、樹幹注入完了後、薬剤の使用済み容器等の回収、

処理は受注者において必ず行い、産業廃棄物については、マニフェストや適正に

廃棄したことがわかる写真や書類を添付すること。 

１１）業務完了後は速やかに、樹幹注入した木の施用本数、注入量、実施行程等を記し

た報告書を作成し、記録写真と完了届を提出し、完了検査を受けること。 

１２）業務実施において疑義が生じた場合は、監督職員と協議し、指示に従うこと。 

 

 


